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本県の認知症施策の状況
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滋賀県内の高齢化状況と将来予測
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〇 高齢化率は、全国２９．４％と比べ、滋賀県は２７．６％と全国より低くなっているが、二次医療圏域ごと
に見ると、圏域ごとに特徴がある。
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＊H27年（2015年）を100とした時の増減推移

国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口」

滋賀県内65歳以上人口の将来推計
〇 2015年を100とした時の高齢者人口の増減推移でを見ると、湖西は2025年がピーク、その他の圏域は今後も増
加が進む見込み。ピークも圏域ごとに異なる。
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滋賀県における認知症・MCIの高齢者数の推計
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〇 令和６年５月に国の研究班が発表した調査結果をもとに滋賀県の65歳以上の高齢者数を推計。
〇 2040年の認知症高齢者は約6万5千人、おおよそ7人に１人が認知症と推計される。
〇 また、MCI（軽度認知障害）を含めると約13万3千人、おおよそ３人に１人が認知症またはMCI（軽度認知障害）と
推計される。
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出典：国立社会保障・人口問題研究所調べ
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単身高齢世帯の推移（世帯主65歳以上世帯数の推移）
〇 滋賀県においても、一人暮らし高齢者が増加する見込み。
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医療福祉推進課令和７年度 滋賀県の医療福祉に関する県民意識調査結果について
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医療福祉推進課令和７年度 滋賀県の医療福祉に関する県民意識調査結果について
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医療福祉推進課令和７年度 滋賀県の医療福祉に関する県民意識調査結果について

（3）認知症になったとき、住み慣れた地域で暮らし続けることがでいると思うか
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医療福祉推進課令和７年度の取組について
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○ 県内の認知症高齢者数は、2025年に約4.8万人、2040年には約6.5万人と推計され、認知症高齢者の増加に伴って、誰もが認知症とともに
生き、誰もが介護者として関わる可能性がある。

○ 2024年1月に施行された認知症基本法は、認知症の日（9/21）および認知症月間（9月）が定められ、趣旨にふさわしい事業の実施が規
定されている。

○ 県民の認知症の知識・理解の深化を図るとともに、地域や企業が「認知症にやさしいまちづくり」を進める機運を醸成することにより、『認知症を我
が事としてとらえ、認知症を発症しても、希望と尊厳をもって、認知症とともに、誰もが自分らしく安心して暮らし続けていける滋賀県』を目指す。

１ 目 的

医療福祉推進課

認知症の知識や理解の深化を目的に、
イオンモール草津で認知症フェスタを実施。
内容：ラジオ公開生放送（ＫＢＳ京都）

認知症をテーマに講義・寸劇
認知症に関するＶＲ体験
認知症の人と家族の会と共同

実績：
延べ
1,000人

国スポ・障スポ等の県内イベントにおいて、
認知症の知識・理解を啓発。
内容：ＶＲ体験・啓発活動 等

認知症の人と家族の会と共同

〇国スポ・障スポ
来客者 420人

県の呼びかけにより、認知症オレンジの取組を
ＳＮＳ上で発信・共有。認知症への理解と
共感の輪を広げることを目的に実施。

しが認知症オレンジドレスアップ運動

2 事業実績

Ｒ７年度しがの認知症オレンジプロジェクトの取組結果
〇県民の認知症への知識・理解の深化を図り、地域や企業が認知症にやさしい取組を進める機運を醸成するため、令和７年度から開始。
〇令和８年度以降も継続して進めていきたい。

認知症フェスタ 県内イベントでの啓発活動

しがの認知症バリアフリー地域づくり知事表彰
認知症バリアフリーの地域づくりに関する優れた取組を行った地域
団体・事業者のに対し、知事表彰を行うことで、横展開を図った。
【地域コミュニティ・団体部門】栗東市綣地域カラオケサロン
【企業、事業所、組織部門】 株式会社平和堂本部
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認知症を我が事ととしてとらえ、認知症を発症しても、希望と尊厳を
もって、認知症とともに、誰もが自分らしく安心して暮らし続けている。

しがの認知症施策の目指す姿

健康な「まちづくり」

医療・介護の充実

本人・家族を支える地域づくり

認知症の人を含めた全員が支え合い、
自分らしく暮らせる滋賀を目指す

認知症疾患医療センターの機能強化

医療・介護従事者向け研修

認知症フォーラムによる多職種連携促進・専門職の資質向上

・認知症サポーター養成講座の周知啓発

・認知症月間や県内イベントにおける
啓発活動

(仮称) しがの認知症オレンジプロジェクト

・市町による健康づくりや早期受診の
促進などの取組

当事者や企業等の意見を聴きながら施策展開を図る。

拡

・治療と仕事の両立支援に係る情報発信

・認知症カフェや介護者の会など仲間
づくり・交流の機会に係る一元的な情
報発信

・認知症の人や家族と企業等との意見
交換等の実施

・認知症の人や家族を支える企業・団体や個
人の優良取組を取り上げ、横展開を図る

「認知症バリアフリー」地域づくり表彰

・権利擁護支援体制整備等の推進

・介護経験者による相談対応

■ その時々に応じて、必要な
医療・介護の支援が受けられる

■ 認知症の正しい理解の深化
■ 早期発見・早期対応により進行を緩やかにする

■ 居場所や活躍できる場所
がある

社会参加の促進

■ 地域住民が、認知症を理解し共に支え合う
■ 利用しやすいお店や施設がある

・ホームページやSNSによる情報発信

令和８年度 滋賀県の認知症施策について

知識・理解の深化
予防・早期発見のための体制充実
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滋賀県の認知症施策推進計画
（骨子案）作成に向けて
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滋賀県における認知症に関連する計画について
・令和６年３月に策定した「レイカディア滋賀 高齢者福祉プラン」は、認知症基本法の趣旨を踏まえたもの。
・次期プラン策定に当たっては、認知症基本法が定める都道府県計画として正式に位置付ける。

法定計画として位置付け

国基本計画
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共生社会の実現を推進するための認知症基本法
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国の認知症施策推進基本計画の概要

- 17 -



- 18 -



- 19 -



レイカディア滋賀 高齢者福祉プラン【現行】の概要（認知症関連）
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医療福祉推進課滋賀県の認知症施策推進計画 骨子作成に向けて

１ 基本理念

認知症施策推進基本計画 レイカディア滋賀高齢者福祉プラン
（認知症施策部分）

○ 基本的な方向性
・基本法に明記された共生社会の実現を目指す。
・認知症の人本人の声を尊重し、「新しい認知観」※

に基づき施策を推進。
※①誰もが認知症になり得ることを前提に、国民一人一人が自分ごととし
て理解する。②個人としてできること･やりたいことがあり､住み慣れた地
域で仲間と共に､希望を持って自分らしく暮らすことができる。

○ 基本的施策
認知症の人の声を起点とし、認知症の人の視点に
立って、認知症の人や家族等と共に推進

○ 目指す姿
・ 認知症を我が事としてとらえ、認知症を発症して
も、希望と尊厳をもって、認知症とともに、誰もが
自分らしく安心して暮らし続けている。

○ 取組方針
(1)認知症への理解を深めるための普及啓発の推進
(2)認知症の人と家族等を支える地域づくり
(3)認知症の人の社会参加の促進
(4)認知症の人を支える医療・介護の充実
(5)認知症の予防・早期発見のための体制の充実
(6)上記取組の推進にあたっては、本人やその家族等、
当事者の声を聴きながら進める.

認知症施策推進基本計画とレイカディアプラン比較

(1)国民の理解
(2)バリアフリー
(3)社会参加
(4)意思決定支援・
権利擁護

(5)保健医療･福祉
(6)相談体制
(7)研究

(8)予防
(9)調査
(10)多様な主体の連携
(11)地方公共団体への
支援

(12)国際協力
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２ 計画に基づく施策の整理
認知症施策推進基本計画（国） 国計画

比較
レイカディア滋賀高齢者福祉プラン

プラン改定に向け検討すべき
内容基本的政策（項目） 概要

① 認知症の人に関する国民
の理解の増進

○ 学校教育、社会教育における「新しい認
知症観」に基づく実感的理解の推進
○ 認知症の人に関する理解を深めるための、
本人発信を含めた運動の展開（認知症希望大
使の活動支援）

○

○ HPやSNSによる情報発信や普及啓発。企業・小中学校などの
団体に向けた普及・啓発。
○ 認知症の啓発や認知症サポーターやキャラバンメイトの要
請などを市町とともに推進

○ 「新しい認知症観」につい
て追記

○ 認知症希望大使の記載を検
討

○「本人ミーティング」など本人発信の機会や場の普及。

② 認知症の人の生活におけ
るバリアフリー化の推進

○ 地域の企業や公共交通機関等でのバリア
フリーの推進
・交通手段の確保や交通の安全確保
・利用しやすい製品・サービスの開発普及
○ 事業者に対するバリアフリーのための指
針の策定、自主的な取組の促進。

○

○ 滋賀県地域交通ビジョンに基づく、地域特性に応じた移動
支援の取組や高齢者の交通事故防止の取組
○ ユニバーサルデザインの周知、理解促進

○ しがのバリアフリー地域づ
くり知事表彰制度による、地
域・企業・事業所の自主的な
取組を発信・横展開させるこ
とを記載してはどうか。

○ 地域住民の見守りネットワークやICT活用・警察との連携等
○ 自主返納制度を活用した移動支援等の充実
○ 認知症の人の生活をサポートする事業所等(交通、金融、小
売、図書館等)への情報共有を通じて取組の拡大を図る。
○ 本人ミーティング等により、認知症施策へ当事者の意見を
反映するよう努める

③ 認知症の人の社会参加の
確保

○ ピアサポート活動推進のため、認知症地
域支援推進員の適正配置や関係機関との連携
を推進。
○ 認知症の人の社会参加の機会の確保（本
人ミーティング、希望大使、介護事業所にお
ける社会参加活動等の推進）
○ 多様な関係者の連携・協働の推進による
若年性認知症の人等の就労に関する事業主に
対する啓発・普及等

△

○ ネットワークの構築や関係機関と連携した事業の企画・調
整を行う認知症地域支援推進員の活動を支援。
○ 認知症の人と家族の会が行う相談対応や、ピアサポート活
動を支援。
○「本人ミーティング」の普及を図り、施策へ当事者の意見を
反映するよう努める。

○ 認知症希望大使の記載を検
討
○ 本人ミーティングの推進や
ピアサポート活動の環境整備
について、現行プランの(2)地
域づくりに記載しているが、
国にあわせて(3)の社会参加に
移す。

○ 人事担当者向けの研修・情報提供等、就労継続の環境整備。
障害福祉分野の雇用、ボランティア等の社会参加が図られる仕
組みづくり

④ 意思決定支援・権利擁護

○意思決定支援に関する指針の策定・情報提
供（「認知症の人の日常生活・社会生活にお
ける意思決定ガイドライン」の改定）
○本人・家族に対し、意思決定支援に関する
情報提供の促進（本人ミーディング、カフェ、
認知症ケアパスにも盛り込む）
○消費生活被害防止のための啓発
○虐待防止や総合的な権利擁護支援策の充実

△

○ 医療・介護従事者の研修を通して、認知症の人の意向をく
み取り、本人の病状等に応じた伴走型の支援を推進

〇成年後見制度の見直し、頼
れる身寄りのない高齢者につ
いて、法令等の改正の動向を
踏まえて追記。
○専門職の伴走支援の推進を
記載。普段（のケア）から本
人・家族・支援者に対し、意
思決定支援の重要性を啓発・
普及する内容を追記。

○（現状・課題の項目として）ACP・エンディングノートの取
組紹介あり
○ 望む最期を家族や関係者と共有できるよう、意思決定やど
のように生き、どのように死を迎えるのか考えるよう普及啓発
を行う。

○ 高齢者の特性に応じた的確な情報発信・啓発等により、消
費者被害の未然防止を図る。

○ 権利擁護支援に係る体制整備の推進
○ 虐待問題や意思決定支援の理解促進を図るため、研修・セ
ミナーを実施- 22 -



認知症施策推進基本計画（国） 国計画
比較

レイカディア滋賀高齢者福祉プラン
プラン改定に向け検討すべき

内容基本的政策（項目） 概要

⑤ 保健医療サービス及び福
祉サービスの提供体制の整
備等

○ 認知症疾患医療センターの相談機能充実
○ 住み慣れた地域で生活でき、必要な医療
介護の提供が可能となる体制整備と、保健
医療福祉の有機的な連携の確保（初期集中
支援チームの見直し、認知症地域支援推進
員の適正配置等）
○ 人材確保、養成、資質向上（認知症に関
する研修見直し）
○ 難聴の早期の気づきと対応の取組促進

○

○ 疾患医療センターの専門機能、連携拠点機能の充実、診断
後の相談支援
○ 初期集中支援チームの円滑な活動への支援
○ 認知症相談医、認知症サポート医、認知症看護認定看護師
の拡大支援、医療従事者や介護従事者への認知症対応力向上研
修の実施
○ 若年性認知症コーディネーターの総合的支援
○ 精神科病院等からの円滑な退院、一般病棟における院内デ
イケア等の実施により、在宅復帰への支援体制を充実させる
○ 滋賀県認知症フォーラムの実施

○難聴の対応については、早
期発見・早期対応について啓
発することを記載

⑥ 相談支援体制の整備

○ 認知症の人の状況等に配慮し総合的に対
応できる体制整備（地域包括支援センター、
認知症疾患医療センター等の相談体制整
備）
○ 認知症の人又は家族等が互いに支え合う
ための相談・交流の活動に対する支援等
（認知症地域支援推進員の適切な配置、認
知症カフェ、ピアサポート活動、認知症希
望大使の活動支援）

○

○認知症疾患医療センターによる、地域の関係機関・団体とと
もに診断後の相談支援
○認知症相談医の要請

○ 地域包括支援センターの役
割についての言及がないため、
追記してはどうか。

○ 認知症の人と家族の会滋賀支部による相談対応や、ピアサ
ポート活動を支援

○ 認知症・軽度認知障害の知識の普及啓発により、早期に適
切な機関へ相談できるよう市町と取り組む。

⑦ 研究等の推進

○ 予防・診断・治療、リハビリテーショ
ン・介護方法等の研究の推進・成果の普及
○ 社会参加の在り方、共生の社会環境整備
その他の調査研究、検証、成果の活用（介
護ロボット・ICT等の開発・普及の支援）

ー ー ―

⑧ 認知症の予防等

○ 科学的知見に基づく知識の普及・地域活
動の推進・情報収集
○ 地域包括支援センター、医療機関、民間
団体等の連携協力体制の整備（早期発見・
早期対応・診断後支援まで行うモデルの確
立）

○

○ 生きがいづくり、健康づくり、介護予防などの取組を進め
「健康しが」へ繋げる。
○ フレイル予防の取組（栄養、身体活動、社会参加）の推進
○ 生活習慣病予防、社会参加促進など自立支援のマネジメン
トや住民主体の通いの場など、予防や発症リスクの低減につな
がる取組を推進
○ 認知症・軽度認知障害の知識の普及啓発、本早期に適切な
機関へ相談できるよう市町とともに取り組む

⑨ 認知症施策の策定に必要
な調査の実施

○生活実態、社会参加、就労支援、居場所
の確保、災害や事故等への備え等共生社会
の実現にかかわる課題の把握と解決に向け
た調査研究を推進

ー ー ―

⑩ 多様な主体との連携

○ かかりつけ医、地域包括支援センター、
認知症地域支援推進員、認知症サポート医、
認知症初期集中支援チーム、居宅介護支援
事業所、認知症疾患医療センター等の連携
及び地域住民を含む多様な主体との協働、
分野横断的な取組の推進

○
取組方針において、産学官民連携や医療・介護等の連携、健康
づくりや介護予防、リハビリテーション等の専門職の連携を進
めることとしている。

―

⑪ 地方自治体への支援
○地方自治体の施策を支援する仕組み、ノ
ウハウ提供と助成など

ー ー ―

⑫ 国際協力
○ 外国政府、国際機関、関係団体等との連
携、我が国の高齢化及び認知症施策の経験
や技術について世界に向けて情報発信

ー ー ―- 23 -



✓ 国が推進する地域版希望大使は、全国それぞれの地域で暮らす認知症の人と共に普及啓発を進める体制を整

備し、発信の機会を拡大することを目的として、都道府県ごとに設置することを目指しています。

（目的）
・「認知症になっても希望をもって日常生活を過
ごせる」ことを理解・啓発
・「共生社会の実現」を本人とともに進めていく
姿勢や在り方を示す
☞認知症のイメージをポジティブに
古い認知症観の払しょく 等

（活動内容）
・都道府県の普及啓発活動への参加・協力
・認知症カフェや本人ミーティング等のピアサポ
ート活動
・自らの経験・考えを語る発信（講演等）
・県や関係機関が実施する取組への企画・提案
・その他都道府県が必要と認める活動への協力

〇地域版希望大使の任命状況（R7.9.30 現在）

・合計95名
・任命済都道府県 26/45都道府県

（任命済都道府県）
北海道、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、
三重県、京都府、大阪府、兵庫県、
山口県、徳島県、愛媛県、高知県、
佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、
鹿児島県、沖縄県

※任命済の都道府県をオレンジ色で表しています。

２ 「地域版希望大使」について
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３ 認知症施策推進会議における主な意見

希望大使について

当事者への支援や地域課題

認知症施策の方向性

■ 運用に関する課題
・適切なタイミング（早期診断後・本人が受容している段階の人）での選定が可能か
・市町からの推薦とした場合、閉鎖的な地域など、地域によって推薦が困難
・症状の進行により継続が難しい
■負担への配慮
・期限を設ける等の対応が必要
・大使に負担がかからないよう見極めが大事
・付き添い等の支援が必要
■制度設計の留意点
・希望大使の設置を計画にあげるのであれば、数値目標が目的化してしまわないよう注意が必要

■ 当事者支援・社会参加
・社会参加に至らない人への支援 どのように関わりをもつか 伴走支援の必要性
・認知症の方と学生から触れる機会が増えているとは思う。活発になってほしい。
■地域課題
・独居・身寄りなし高齢者の増加。保証人・医療同意の課題
・地域により取組に差が出ている

■ 早期対応の重要性
・早期発見後、医療機関受診に繋げるのが難しい
■人材・体制
・人手不足を外国人で埋めている現状
・認知症を支える人をどう作っていくのかが課題
■若年性認知症
・受診への抵抗は減少しているのでは。 地域での受け入れが重要。- 25 -



認知症の人
本人ヒアリングの結果

（レイカディアプラン10期改定に向けて）

- 26 -



• レイカディア滋賀高齢者福祉プラン改定に向け「本人
参画」を重要な要素として位置づけ、実際に御本人の
視点を反映させることを目的に、地域の認知症御本人
の方々の思いや御意見を直接聴取しました。

目 的
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• 令和7年11月～令和8年1月

湖南 11月27日 デイサービス 86歳女性
甲賀 11月18日 入所施設 79歳男性
東近江 11月26日 自宅 88歳男性
湖東 12月5日 デイサービス 66歳男性
湖北 1月27日 自宅 80歳女性
湖西 12月8日 入所施設 94歳女性

日程 実施場所 年齢性別

実施時期
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湖南 86歳女性
• 基本情報

• 認知症重症度Ⅰ
• 診断：2～3年前
• 生活環境：自宅（敷地内に息子夫婦在住、離れで一人暮らし）

• ヒアリング時の様子
• 着物の内掛け制作など過去の実績と技術に誇りを持ち、繰り返し
語る

• できなくなることへの不安、できていないことの話題は避ける

• 大事にしている事
• 自分の技術と過去の地域での活動実績
• 健康であること
• 自立した生活ができていること
• 今でも家族のためにできることをする

ヒアリングの概要
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東近江 88歳男性
• 基本情報

• 認知症重症度Ⅱ
• 診断：およそ10年前
• 生活環境：自宅（妻、次女夫婦、孫2人との6人暮らし）

• ヒアリング時の様子
• 自分が建てた家、やってきた田んぼのことについて語る。
• 自身の思いについての発言は少ない（家族同席でのヒアリングだった）

• 大事にしている事
• 仕事は家族を大切にするためにしていた
• 縁側に寝そべり窓の外を眺める時間、田んぼの見回り
• デイサービスでの交流と運動
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湖北 80歳女性
• 基本情報

• 認知症重症度Ⅱb
• 診断：7年前
• 生活環境：一人暮らし（他県在住の娘が月1～2回食料品の補充）

• ヒアリング時の様子
• 過去の頑張りを誇らしげに語るわけでもなく、一つの思い出のよう
に話す

• 大事にしている事
• 自分一人で生活ができていること
• ゆったりとした時間
• 自分の人生と娘の人生
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湖西 94歳女性
• 基本情報

• 認知症重症度Ⅲa（認知症の自覚なし）
• 診断：およそ10年前
• 生活環境：グループホーム（住み込みの職場という認識）

• ヒアリング時の様子
• 数分前に聞いたことを何度も聞き、驚く様子を見せる
• 「会話が楽しい」と繰り返し言及する

• 大事にしている事
• 掃除・片付け・人の世話は自分の役割として責任をもつこと
• 人とのコミュニケーション
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甲賀 79歳男性
• 基本情報

• 認知症重症度Ⅲb（認知症の自覚なし）
• 診断：不明
• 生活環境：グループホーム（職場という認識）

• ヒアリング時の様子
• 仕事（塗り絵）についてのやりがいや成果を誇らしげに語る
• 職員を部下と認識し、堂々とした振る舞いを見せる

• 大事にしている事
• 仕事のやりがい、人に喜ばれることの充実感
• 部下との関係性
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湖東 66歳男性
• 基本情報

• 認知症重症度Ⅳ
• 診断：4年前
• 生活環境：自宅（妻と二人暮らし）

• ヒアリング時の様子
• 無言、目を閉じ、妻の話に合わせて（？）時々笑う

• （妻が）大事にしている事
• 興味がありそうか、退屈しているか等本人の細やかな観察。
• 音楽や体操等ストーリー理解がなくても楽しめるもの。
• 妻自身の健康や楽しみ
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（参考）
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• 「仕事」「役割」を持つことで充実感が生まれている。

• 自分のことは自分でしたい、できるだけ人の世話になり
たくないという思いがある。

• 必要な支援は一様ではなく、「仕事」「家族」「交流」
「時間」等、何を意味を感じるかは人それぞれ

• 自分は認知症という自覚はなかったとしても、それなり
に暮らしている。

• 重度であっても楽しいものは楽しいし、嬉しいものは嬉
しい。

• 家族もそれぞれの人生がある。

結 果 （認知症になっても・・・）
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• 「仕事」「役割」の充実感
• 活躍の機会の場の拡大、（支えられる側ではない等）理解の啓発

• 自分のことは自分でしたい。
• 意思決定の尊重、見守り体制の整備

• 必要な支援は一様ではない
• 支援者の資質向上、アセスメント能力の向上

• 重度であっても、なにもわからないわけではない
• 認知症についての啓発、支援者の資質向上

• 家族にも人生がある
• 家族を支える体制の整備、家族ごと支えられる地域づくり

計画策定に向けて
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今後のスケジュール等
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医療福祉推進課今後のスケジュール

【スケジュール】

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

全体スケジュール

関係機関との調整

令和７年度 令和８年度

プランのたたき台検討 （構成など）

高齢化対策審議会へ諮問

骨子の
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計画策定にあたりご意見をいただきたい内容

【ご意見いただきたい内容】

✓ 骨子の作成にあたり、施策の方向性について

✓ 重点的に取り組むべき事項について

✓ その他、計画に関するご意見や県の施策に対するご意見
・認知症の人とその家族の参画の在り方（認知症希望大使）
・県民、地域や企業を巻き込みながら認知症の正しい理解
を県全域に広めるための方策 等

〇 本日いただいたご意見を踏まえ、骨子案を作成し、次回審議会にお示しします。
〇 あわせて、本県の認知症関連会議や関係団体の意見も伺いながら、計画素案の検討を
進めてまいります。
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